
公 表 第 １４ 号

  地方自治法第１９９条第１２項の規定により、久留米市長及び久留米市議会議長から当該監

査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

     平成２８年９月６日

                 久留米市監査委員  田 中 俊 博

                 久留米市監査委員  塙 秀 二

                 久留米市監査委員  原 口 和 人

                 久留米市監査委員  藤 林 詠 子



監査実施年度： 平成２７年度

部局名： 城島総合支所

分

類

１ 分

類

２

分類３ 　　　指摘事項等 措置状況等

指

摘

事

項

財

務

監

査

契約事務 　水銀灯修繕業務契約において、契

約相手方の代表者印が押印されてい

ない請書を受領しているものがあ

る。

ご指摘の請書は、契約相手方の代表者印

を押印し、直ちに是正しました。

意

見

事

務

監

査

　城島総合支所の所管区域では、定

住を支える生活支援交通の構築が、

特に大きな行政課題である。

　その課題に対しては、この区域で

これまでに試みられた支援交通事業

に係る効果の分析と評価とを十分に

反映させ、所管部局との綿密な協議

検討を加えて取り組まれたい。

　これまでに取組んだ生活支援交通事業

に関して所管部局と総括した結果、３月

からよりみちバスの運行を開始しまし

た。

　さらに運行開始後も引続き地域住民を

代表する生活交通検討会とともによりよ

い公共交通の構築に向けて取組んでいる

ところです。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況



監査実施年度： 平成２７年度

部局名： 三潴総合支所

分

類

１ 分

類

２

分類３ 　　　指摘事項等 措置状況等

指

摘

事

項

財

務

監

査

契約事務 １ 社会教育施設の警備委託業務にお

いて、警備計画書が提出されておら

ず、委託した業務内容の適正な履行

について確認ができないものがあ

る。

　ご指摘を受け、直ちに委託業者へ警備

計画書の提出を求め、受領いたしまし

た。

　機器の設置確認等、業務の履行状況に

ついても確認を行ないました。

指

摘

事

項

財

務

監

査

契約事務 ２ 社会教育施設利用者からの音響設

備等の操作依頼と操作委託料支払い

の方法が、公の施設の設備等操作業

務委託契約や使用料等に関する事務

処理手続として、十分に整理されて

いないものがある。

　ご指摘を受け、多目的集会室の音響設

備等の取扱いについて、利用者が直接取

扱うこととし、必要な場合は利用者が専

門知識を有する者（業者）へ直接委託す

ることで整理いたしました。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況


